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　住宅改造助成の対象を、これまでの要支援・
要介護認定者、身体障害者の方等を含む世帯に
加え、60歳以上の方を含む世帯に拡充します。
住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送る
ことができるよう住宅のバリアフリー化を支援
します。
▼対象　60歳以上の方と同居しており、次のい
ずれかに該当する世帯

○生計中心者が給与収入のみで前年分の給与収
入金額が800万円以下

○生計中心者が給与収入のみ以外で前年分の所
得金額が600万円以下の世帯　など

▼補助要件　浴室・洗面所、便所、玄関、廊下・
階段のうち、２カ所で手すりの取り付けまた

《主な助成対象工事》
改造箇所 助成対象工事 補助対象限度額
浴室・
洗面所

浴室出入口の段差解消、手すりの取り付け、段差解消のための洗面所の床
の張り替え、段差解消のための洗面所の戸の取り替え　など 40万円

便　所 段差解消のための床の張り替え、段差解消のための戸の取り替え、手すり
の取り付け、和便器から洋便器への取り替え・洋便器の設置　など 30万円

玄　関 上がりかまちの段差解消のための式台の設置、玄関から道路までの通路の
段差解消、玄関から道路までの通路の段差解消、手すりの取り付け　など 20万円

廊下・
階段 手すりの取り付け、段差解消のための廊下の床の張り替え　など 10万円

居　室 出入口の段差解消、段差解消のための床の張り替え、段差解消のための戸
の取り替え　など 10万円

台　所 段差解消のための床の張り替え、段差解消のための戸の取り替え　など 10万円

は屋内の段差解消を行う
こと。昭和56年５月以前
に建築した戸建て住宅は、
簡易耐震診断を行うこと

※助成対象の工事は限定されています。
▼補助対象限度額
　100万円（箇所ごとに限度額あり）
※予算の範囲内で先着順（約30件）
▼補助率
○工事費の３分の１（市民税課税世帯）
○工事費の２分の１（市民税非課税世帯）
▼申込方法　高年介護課・各振興局市民福祉課
にある申込書を提出
《申込み・問合せ》高年介護課☎29‒0055

人生80年いきいき住宅助成　～60歳以上の方が居住する住宅に拡大～

　良好な河川環境を維持し、地区住民の安全で
安心な生活を確保するための活動に対して、河
川の浚渫費用を補助します。
▼対象　区（町内会）
〔対象河川〕高さ･幅がそれぞれ１ｍ以上の普
通河川（一級河川、二級河川および準用河川
以外）

　※水路、都市下水路、雨水幹線などは対象外
▼内容　土砂などの堆積が著しく、かつ、人家
への影響のおそれのある場合に、堆積土砂な
どの除去に対し補助

▼補助金額　除去した土砂など１立方メートル
当たり５千円（上限50万円）

▼申込期限　５月27日（金）
▼審査・決定　６月中に現地確認などで審査し、
７月上旬に決定

▼その他　希望する方は事前に相談してくださ
い。

《申込み・問合せ》建設課☎21‒9007

　市では、家庭から排出さ
れる生ごみの減量を図るた
め、電気式生ごみ処理機を
使って自家処理をする方に
対し、購入費の一部を補助
します。
▼対象　次の全てに該当する方
○市内に住所を有し、居住している。
○過去５年間にこの補助を受けていない（世帯
単位）。
○継続して利用の見込みがある。
※補助内示前に購入したものは補助の対象外
▼補助金額　購入価格の２分の１（上限３万円）
※ポイント等を使用しての支払い分は対象外
▼補助枠　40台（１世帯１台限り）※先着順
▼申込方法　電話またはファクス（住所・氏
名・電話番号を記入）で申し込みください。
《申込み・問合せ》生活環境課☎23‒5304
　FAX 23‒0915または各振興局市民福祉課

電気式生ごみ処理機購入費補助普通河川浚
しゅん

渫
せつ

補助
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不育症検査・治療費助成を開始
　不育症（２回以上の流
産や死産、早期新生児死
亡の既往があること）の
検査および治療を受け
た夫婦に対して、その費
用の一部を助成します。
　４月１日以降に受診
した保険診療外の検査・
治療を対象に、半額を
上限に助成します。
　対象となる検査項目・
治療内容など、詳しくは
問い合わせてください。

特定不妊治療の助成を拡大
　体外受精および顕微授精（特定不妊治療）を受
けた夫婦に対する助成を拡大しました。
▼対象　兵庫県に申請した治療
《特定不妊治療の助成額（上限）》

《申込み･問合せ》健康増進課☎24-1127

出産を応援します ペレットストーブ等の設置補助
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　ペレットストーブ・ボイラー、薪
まき

ストーブ・
ボイラーの設置を補助します。
▼対象
○市内に住所を有し、市内の住宅に設置する方
○市内に事業所等を有し、事業
所や施設等に設置する方

○地区集会所に設置する方
▼条件　次の要件を満たすこと
○申込時に未購入　○設置時に未使用
○市内産のペレットまたは薪を使用
○市内の事業所からストーブ・ボイラーを購入
○薪ストーブは二次燃焼機能付またはペレット
兼用

○薪ボイラーは熱源能力が平均３万キロカロ
リー以上

▼補助金額
〇ペレットストーブ・ボイラー：本体購入費の
２分の１以内（上限額20万円）

〇薪ストーブ・ボイラー：本体購入費および設
置工事費の２分の１以内（上限額20万円）

※予算の範囲内で先着順（約50台）
▼申込方法
　エコバレー推進課にある申請書（市ホームペー
ジにも掲載）と必要書類を持参してください。
　取扱い事業者を登録します
　販売、設置工事を行う市内事業者を募集中です。
《申込み･問合せ》エコバレー推進課☎23‒4480

治療日 ～３月31日 ４月１日～

助成額 １年度当たり
20万円

治療１回当たり
20万円


